
お知らせ

豊見城市立ゆたか小学校

○ 通学用バッグは、ランドセルでなくてもかまいません。

○ 「式服」は、白と黒である必要はありません。

※ くわしくは、後ほど学校ホームページの
「保護者の皆様へ」のページをご覧ください。



令和７年度

豊見城市立ゆたか小学校

学校経営説明会
令和７年６月17日（火）



本日の内容

１ 学校経営（グランドデザイン）について

３ 子ども達のサポート体制
（「先生」以外に、小学校で勤務する方々）

４ お礼 と 協力依頼

２ 学校経営（具体的な取り組み）について

はじめに（教育基本法）



学校教育

はじめに（教育基本法）

第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであっ

て、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設
置することができる。
２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教
育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に
行われなければならない。この場合において、教育を受ける者

が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、
自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを
重視して行われなければならない



家庭教育

はじめに（教育基本法）

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について

第一義的責任を有するものであって、生活のために
必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、
心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
２ 国及び地方公共団体は・・・（略）



はじめに

家庭、学校、その他（地域等）で

協力・分担して、

児童の健全育成を図ることができれ
ばと考えています。



本日の内容

１ 学校経営（グランドデザイン）について

３ 子ども達のサポート体制
（「先生」以外に、小学校で勤務する方々）

４ お礼 と 協力依頼

２ 学校経営（具体的な取り組み）について

はじめに（教育基本法）



（上段）

（中段）

（下段）

１ 学校経営（グランドデザイン）について



（上段）１ 学校経営（グランドデザイン）について



１ 学校経営（グランドデザイン）について（中段）



１～３月

10～12月

８～10月

４～７月

１ 学校経営（グランドデザイン）について（中段）



１ 学校経営（グランドデザイン）について（下段）



本日の内容

１ 学校経営（グランドデザイン）について

３ 子ども達のサポート体制
（「先生」以外に、小学校で勤務する方々）

４ お礼 と 協力依頼

２ 学校経営（具体的な取り組み）について

はじめに（教育基本法）



２ 学校経営（具体的な取り組み）について

(1) 児童一人ひとりの個性(特性)を踏まえた指導・支援

(2) 学年職員の連携

(3) 学び・授業について

(4) 失敗ができること（失敗を恐れず挑戦できる雰囲気）



２ 学校経営（具体的な取り組み）について

児童の望ましい行動を育てる支援方法

(1) 児童一人ひとりの個性(特性)を踏まえた指導・支援

① 「みんなちがってみんないい」
② 「ポジティブな行動支援」の考え

望ましい行動を「賞賛や承認」で増やし、
結果的に望ましくない行動を減らそうとする。



(2) 学年職員の連携

① １人で30人を見守る→４人で120人を見守る
（良さや課題に気づき、多様な働きかけ）
一部教科担任制（１～５年生）
学年担任制（６年生）

② 児童どうしの交流（特別支援学級等）

職員 児童 職員 児童

２ 学校経営（具体的な取り組み）について



(3) 学び・授業について

① 児童が主体的に取り組む学び

② 個別最適な学びと協働的な学び
③ 自己調整学習
④ 家庭学習

宿題と自主学習

２ 学校経営（具体的な取り組み）について



学校教育

はじめに（教育基本法）

第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであっ

て、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設
置することができる。
２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教
育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に
行われなければならない。この場合において、教育を受ける者
が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、

自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを
重視して行われなければならない





(3) 学び・授業について

① 児童が主体的に取り組む学び

② 個別最適な学びと協働的な学び
③ 自己調整学習
④ 家庭学習

宿題と自主学習

そのために・・・

大人が発想の転換を！

２ 学校経営（具体的な取り組み）について



(4) 失敗ができること（失敗を恐れず挑戦できる雰囲気）

① 自ら 考え 判断し 行動する

失敗するときもある

失敗から学び、成長する

２ 学校経営（具体的な取り組み）について



(4) 失敗ができること（失敗を恐れず挑戦できる雰囲気）

〔 本田圭祐氏と松岡修造氏の対談 〕

２ 学校経営（具体的な取り組み）について

本田氏：「負けた人や失敗した人に、日本はマイナスな
レッテルを貼る。」

「失敗は、必然で必要なこと。」
松岡氏：「僕は、ジュニアの子がミスしたら、ガッツ

ポーズしてもらっている。



２ 学校経営（基本的な考え方）について

(4) 失敗ができること（失敗を恐れず挑戦できる雰囲気）

① 自ら 考え 判断し 行動する

失敗するときもある

失敗から学び、成長する

（ 本田圭祐氏と松岡修造氏の対談 ）

失敗は、
○チャレンジした証
○学びを得るチャンス



６年生での学年担任制について（昨年度12月のアンケート結果）

24

学校HP
に掲載中



６年生での学年担任制について（昨年度12月のアンケート結果）

25

良さ
・相談しやすい先生に相談す
ることができる。
・いろいろな先生と話す（関
わる）ことができる。
課題
・誰に相談したら良いかわか
らない。
・相談したい先生が別のとこ
ろにいるときがある。
・担任が替わるのに慣れない。

良さ
・話せる先生ができ、登校し
ぶりがなくなった。
・複数の先生の視点で、児童
を捉えることができる。
課題
・誰に相談したら良いか迷っ
た。
・慣れるのに時間がかかる児
童の場合難しそう

学校HP
に掲載中



６年生での学年担任制について

26

昨年度の良さを活かしつつ、課題への対応等、改善しな
がら、本年度は６年生に於いて学年担任制を実施

課題への対応例
・誰に相談したら良いかわからない
コミュニケーションが苦手な児童等
→誰でもOKだが、基本的に対応する先生を１人決める
（保護者へは、学年だより等で周知）

・新しい先生に慣れるのに時間がかかる
→担任が入れ替わる間隔を１ヶ月とする。
中心になって対応する職員を決める。



本日の内容

１ 学校経営（グランドデザイン）について

３ 子ども達のサポート体制
（「先生」以外に、小学校で勤務する方々）

４ お礼 と 協力依頼

２ 学校経営（具体的な取り組み）について

はじめに（教育基本法）



① 校長、教頭、教諭、養護教諭、学校司書・・・
② 事務職員
③ スクールサポートスタッフ
④ ＪＴＥ（日本人英語指導助手）
⑤ 特別支援教育支援員
⑥ 登校支援員（午前中勤務）
⑦ 学習支援員（校内支援教室支援員）
⑧ スクールカウンセラー
⑨ スクールソーシャルワーカー

３ 子ども達のサポート体制（本校で勤務する方々）



⑥ 登校支援員（午前中勤務）
・児童の登校を支援する

３ 子ども達のサポート体制（本校で勤務する方々）

⑦ 学習支援員（校内支援教室支援員）
・教室に入れない児童の 主に学びをサポートする

⑧ スクールカウンセラー（金曜午前または午後勤務）
・児童や保護者の困り感について相談を行う

⑨ スクールソーシャルワーカー（水曜日午前勤務）
・児童の困り感について関係機関と連携して支援する

※ サポートが必要な場合は、担任にご相談ください。
（状況により、対応まで時間がかかる場合があります。）



本日の内容

１ 学校経営（グランドデザイン）について

３ 子ども達のサポート体制
（「先生」以外に、小学校で勤務する方々）

４ お礼 と 協力依頼

２ 学校経営（具体的な取り組み）について

はじめに（教育基本法）



(1) 学校教育へのご理解とご協力に感謝します。

○ 日頃の学級担任等との連携
○ ＰＴＡとしての協力（クリーン活動等）
○ 登下校時の安全見守り、立哨等
○ 職員の勤務時間への協力
（朝の登校時刻、放課後の相談等）

○ 行事の際のご協力
○ その他、様々な場面でのご協力・・・

４ お礼 そして 引き続きの協力依頼



４ お礼 そして 引き続きの協力依頼

(1) 登下校時のお願い

① 児童は7:50～8:15に登校させて下さい。

② 車で送り迎えする場合は、駐車場で乗り降り
をさせた上、校内道路は最徐行でお願いします。

③ 可能な時に、登下校時の見守りをお願いします。
（自宅や学校周辺での交通安全・不審者対応等）



(2) 教員が本来の仕事(授業等)に注力するためのお願い

お願いの前に・・・

４ お礼 そして 引き続きの協力依頼

① 目の前の児童に十分対応したい。
授業づくり、生徒指導

② このままでは、将来の学校は破綻する・・・！？
・慢性的な教員不足とその拡大
・県小学校教員採用試験 平成23年・・・８．１倍

令和６年・・・２．７倍

なぜ、教員の働き方改革が必要なのか・・・



(2) 教員が本来の仕事(授業等)に注力するためのお願い

① 学校職員の勤務時間は8:15～16:45です。

４ お礼 そして 引き続きの協力依頼

② 校外での出来事は、保護者または地域の方で
対応をお願いします。

③ 携帯電話（スマートフォン）は、保護者の方で
責任を持って、児童に持たせて下さい。

相談等はこの時間内にお願いします。

それぞれで責任を持ちつつ、連携して対応できれば



はじめに

家庭、学校、その他（地域等）で

協力・分担して、

児童の健全育成を図ることができれ
ばと考えています。


